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２０２１年６月６日 
北青葉台自治会 
会員の皆さまへ 

2021年 6月のお知らせ 
【 報告事項 】 
１．新型コロナウイルス関連（自治会館貸し出し使用期間の延長について） 

緊急事態宣言の発令に伴い、北青葉台自治会館の貸し出しを 
4月 25日（日）～６月３０日（水）まで中止します。（期間延長） 
引継ぎ・会議など急を要する場合には使用を許可しますが、その際には感染予防対策を
徹底し、短時間でのご利用を強くお願いします 

 
２．自治会費の徴収について 

■ 自治会費の徴収を 6月～実施します。 
各地区の代議員が訪問いたしますので、その際はご協力をよろしくお願いいたします。 

 
３．各委員会からのご連絡 
■ 保健衛生委員会 
＊ゴミマナーについて回覧します。 
＊バス停付近の排水会所について 

5月 9日（日）13 ブロックの住人の方より連絡あり 
『排水溝に雨水が溜まって道路にあふれ出るため、自治会から市役所に連絡してほしいとの 
ご要望』がありました。 
５月１０日（月） 
保健衛生委員会より河内長野市役所道路課に連絡しました。 
５月１２日（火） 
道路課の担当職員が現場に訪問 
・排水溝の傾斜が悪く、雨の時に逆流している様子 
・実際に雨が降って道路にあふれ出る際に状況を見ていただくことになりました。 
・泥などで溜まっている場合は、泥をかき出して袋に入れ、市役所の道路課 
（0721-53-1111）に連絡すると、道路課の担当者が引き取りに来てくださいます。 
（通常のゴミとは異なります） 

※ 同様の状況（排水溝から雨の時に水が逆流している）がありましたら、保健衛生委員会までご連絡
をお願いします。複数個所で同じことがある場合、自治会より市役所に状況を報告したいと考えています。 

■ 防犯・交通委員会 
＊『見守り隊』募集について 

今回、全戸配布でチラシをお配りいたしますので、ぜひ、ご協力をお願いいたします。 

■ 自主防災委員会 
＊防災講話について、今年度は中止いたします。 

3年に 1度の派遣なので、委員会内で話し合って中止を決めました。 
＊防災倉庫の点検を近日中に実施予定です。  

回 覧 








